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○議長（茅沼隆文） 

日程第４ 議案第６３号 平成２７年度開成町一般会計補正予算（第４号）を議題

といたします。 

予算書の説明を順次、担当課長に求めます。 

財務課長。 

○財務課長（田中栄之） 

それでは、議案第６３号 平成２７年度開成町一般会計補正予算（第４号）。 

平成２７年度開成町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，

１０７万２，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５０億４，

１１２万６，０００円とする。２項、歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごと

の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

債務負担行為。第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することが

できる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

地方債補正。第３条、地方自治法第２３０条第２項の規定による地方債の変更は、

「第３表 地方債補正」による。 

平成２７年１１月２０日提出、開成町長、府川裕一。 

次のページをお開きください。 

第１表、歳入歳出予算補正になります。 

歳入、第１款町税から第２０款町債の計８款につきまして、総額２，１０７万２，

０００円を減額補正するものです。 

右のページ、歳出に参ります。第１款議会費から第１３款予備費の計１０款につき

まして、同じく総額２，１０７万２，０００円を減額補正するものでございます。 

続きまして、５ページをご覧いただきたいと思います。 

第２表、債務負担行為です。 

こちらは、開成南小学校給食調理業務委託の現契約が今年度末に満了になることか

ら、平成２８年度を始期とする第３期の業務委託を執行するため、事前に債務負担行

為設定をするものでございます。 

次のページをお願いいたします。 

第３表、地方債補正になります。 

一つ目としましては、臨時財政対策債の発行可能額の確定に伴う限度額の減、二つ

目としまして、開成小学校運動場改修工事の見送りに伴う事業債の皆減でございます。 

続いて、第２表と第３表の関連になりますので、４１ページ、４２ページをご覧い

ただきたいと思います。 

４１ページは、債務負担行為に関する前年度末までの支出額及び当該年度以降の支

出予定額等に関する調書となってございます。 

次のページ、４２ページになります。 

地方債につきまして、整理した表となってございます。１、普通債、（６）教育の
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ところになります。補正前の額、当該年度中起債見込額２，６６０万円、補正後の額、

当該年度中起債見込額０となってございます。こちらが、開成小学校運動場改修事業

債に該当する部分でございます。続いて２番、その他の（３）臨時財政対策債のとこ

ろになります。補正前の額、当該年度中起債見込額が３億円、補正後の額、当該年度

中起債見込額２億６，０００万円でございます。合計欄をご覧いただきたいと思いま

す。補正前の額、当該年度中起債見込額が４億６０万円、補正後の額、当該年度中起

債見込額は３億３，４００万円となりまして、年度末残高見込額としましては５６億

１，９４１万５，０００円となります。 

それでは、補正予算の詳細を歳入歳出予算事項別明細書によりご説明をいたします。 

１２ページ、１３ページをお願いいたします。 

○税務窓口課長（鳥海仁史） 

それでは、歳入のほうをご説明いたします。 

１款町税、１項町民税、１目個人でございます。こちらにつきましては、所得割で

２，０７０万円の減、２番目といたしまして分離譲渡といたしまして１，１７０万円

の増額の補正でございます。これにつきましては、平成２７年度の９月末時点での個

人町民税をもとに今年度の所得割額の決算見込みを算出しましたところ、２，０７０

万円ほどの減額が見込まれてしまうということとなりました。これによって、今回、

減額の補正予算を計上させていただいている次第でございます。また、分離譲渡では

本年度実績として２，３７０万円ほどの実績がございました。これに伴いまして、あ

わせての計上となってございます。これにより、個人住民税の合計額は９００万円の

減額補正とさせていただきたいと考えてございます。 

次に、続きまして１款町税、４項町たばこ税、１目町たばこ税の現年度分でござい

ます。こちらにつきましては、１，０００万円の増額補正とさせていただきました。

これにつきましては、上半期の実績と下半期分の過去５年間の動向を考慮いたしまし

たところ、本年度の下半期に従来よりも減となるような特別な要因はないと見込まれ

ましたので、１，０００万円の増とさせていただいてございます。 

○財務課長（田中栄之） 

続きまして、８款地方特例交付金、１項地方特例交付金、１目地方特例交付金、１

８８万４，０００円の減でございます。減収補てん特例交付金、住宅ローン減税分の

減額になります。こちらは、所得税から控除し切れない住宅ローン控除額を住民税か

ら控除する措置に対する減収分について補てんされるものでございますが、その影響

が当初見込みより少なかったことによるものが原因でございます。  

続きまして、９款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税、普通交付税７，

５４９万４，０００円の増でございます。交付額確定に伴う増となります。大きな要

因としましては、基準財政需要額が伸びたことによります。具体的に申し上げますと、

国が掲げるまち・ひと・しごと創生事業における人口減少等特別対策事業費が新たに

算定に加わったことによるものでございます。 

○保険健康課長（亀井知之） 
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次に、１３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、保険基盤負担

金、説明欄、介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金１６万３，０００円でございま

す。介護保険の低所得者に係ります保険料を軽減する分の国庫負担金、こちらを歳入

するもので、そのまま特別会計に繰り出されることになります。軽減される対象者数

がほぼ決定したことから、計上するものでございます。 

○福祉課長（小宮好徳） 

続きまして、次ページになります。１４、１５ページでございます。 

２節の障害者介護給付費等負担金、障害者自立支援医療費負担金、更生医療分でご

ざいます。金額は２８６万１，０００円です。今年度、新たに２名の方が更生医療支

給認定を受けられました。医療内容は人工透析でございます。国の補助率は２分の１

でございます。 

○子ども・子育て支援室長（中戸川進二） 

続きまして、１３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金、地域子

ども・子育て支援事業費補助金の減額５２万３，０００円でございます。こちらの補

助金につきましては、平成２７年度から施行された子ども・子育て支援法第５９条に

位置づけられた１３事業に対する国の補助金でございます。基準額に対して３分の１

の補助がなされるものでございます。町では、この１３事業のうち７事業が該当する

ものでございまして、実績の見込みにあわせて今回、数字を補正するといったもので

ございます。 

○税務窓口課長（鳥海仁史） 

１３款国庫支出金、３項委託金、２目民生費委託金、１節社会福祉費委託金でござ

います。こちらにつきましては、国民年金事務費交付金の一部が増額となりましたた

め、１０６万９，０００円の増額補正とさせていただいてございます。これにつきま

しては、国民年金法の改正によるシステム改修のための委託金ということで、１０分

の１０の国からの委託金となってございます。これは、国民年金保険料の納付猶予制

度の対象年齢が平成２８年７月１日から拡大されることに伴う国民年金システムの

改修費となってございます。 

○保険健康課長（亀井知之） 

続いて、１４款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、保険基盤安定負担

金、説明欄、介護保険低所得者保険料軽減県負担金８万２，０００円です。こちらも

先ほどの国と同様、介護保険の低所得者の保険料軽減分の県負担分を歳入するもので、

特別会計に繰り出されます。対象者が決定したことによる計上でございます。  

○福祉課長（小宮好徳） 

続きまして、２節障害者介護給付費等負担金、説明欄で障害者自立支援医療費負担

金、更生医療分でございます。１４３万円でございます。先ほど国の補助とありまし

たけれども、こちらは県の補助で４分の１でございます。 

○子ども・子育て支援室長（中戸川進二） 

次のページをおめくりください。１６ページでございます。 
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１４款県支出金、２項県補助金、１目民生費県補助金、３、児童福祉費補助金、１

６８万４，０００円の減額でございます。説明欄をご覧ください。１、保育対策等促

進事業費補助金でございます。こちらについては、特定保育、休日保育に関する県の

補助金でございまして、同じ説明欄の３行下、４番目の地域子ども・子育て支援事業

費補助金にこの内容が含まれるということで制度改正がなされましたので、国が要綱

を廃止したことによりまして全額減額をするというものでございます。  

説明欄の２点目でございます。届出保育施設利用者支援事業費補助金でございます。

こちらについては、認可でない届出保育施設の健康診断等運営費に関する補助でござ

いまして、県の補助率につきましては３分の１でございます。対象事業者は地域型保

育事業者への移行を予定していたといったことがございましたので、当初予算ではこ

の補助金については計上してございませんでしたが、今年度中の移行の見込みがなく

なったという形の中で、改めてこの補助金を計上させていただいているものでござい

ます。 

説明欄の３個目です。保育緊急確保事業県費補助金でございます。こちらについて

は、健康管理等の充実を目的に看護師を配置する町内の民間保育所に対する補助でご

ざいまして、県の補助率については２分の１でございます。 

説明欄の４個目、地域子ども・子育て支援事業費補助金。先ほど国庫のほうの１５

ページの民生費国庫補助金で説明させていただいた子ども・子育て支援法第５９条で

位置づけられた１３事業に関する補助金の県の負担分の３分の１でございます。  

○保険健康課長（亀井知之） 

続いて、１５目神奈川県県西地域ウォーキングコース整備補助金、説明欄、神奈川

県県西地域ウォーキングコース整備補助金１００万円でございます。こちらは、国の

地方創生交付金を活用しまして、県西地域総合センターのほうが主導でございますが、

県西地域のウォーキングコースの整備を行うという事業がございます。町で所有する

四つの健康ウォーキングコース、これを使いまして、そこの標識あるいは看板の整備

を行いたいというものでございます。補助率は１０分の１０というふうになっており

ます。 

○教育総務課長（橋本健一郎） 

続きまして、１７款繰入金、１項基金繰入金、３目学校校舎等整備基金繰入金でご

ざいます。説明欄に参りまして、１、学校校舎等整備基金とりくずし、３，０００万

の減額でございます。こちらにつきましては、歳出と重なってまいりますけれども、

二度にわたります入札の不調・中止ということがございまして、今年度におきまして

は開成小学校の運動場の改修工事を中止することといたしましたので、基金の取り崩

しについて予定しておりましたけれども、こちらを取りやめするものでございます。 

以上です。 

○産業振興課長（井上 新） 

５目商工振興基金繰入金、こちらのほうは商工振興の基金の取り崩し、２４８万円

の取り崩しですけれども、こちらにつきましては本年３月の予算特別委員会のほうで
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特に留意するべき事項ということでございまして、その活用に当たっては町商工振興

会と事前に協議を行うことということで報告を受けている部分でございまして、足柄

上商工会、開成町商工振興会の幹部の方たちと協議をさせていただいた中で、歳出で

も出てまいりますけれども、テントを１２張りほど購入予定でございましたけれども、

テントではなく、もっと有用な形で活用していきたいということで調整が整いました

ので減額するものでございます。 

１９款諸収入、４項雑入、１目雑入、地域活性センター助成金、１００万円の減額

でございます。こちらのほうは、阿波おどりのほうの事業に活用すべく地域活性セン

ターの助成金を申請いたしましたけれども、不採択となったため、その分を減額する

ものでございます。 

○財務課長（田中栄之） 

次のページをお願いいたします。 

２０款町債、１項町債、１目臨時財政対策債、４，０００万円の減。発行可能額の

確定に伴う減となります。先にご説明申し上げました普通交付税の増額の見合いとし

て減額となるものでございます。 

続いて、３目教育債、１節小学校債、小学校運動場改修事業債、２，６６０万円の

減でございます。こちらは、開成小学校運動場改修工事の見送りに伴い起債を取りや

めたものでございます。 

歳入の説明は以上とさせていただきます。 

歳出に移ります。２０ページをお開きください。 

○総務課長（山口哲也） 

それでは、歳出の詳細説明に先立ちまして、各会計及び各費目全体にわたります人

件費についてご説明申し上げます。資料として添付しております職員人件費一覧をご

覧ください。 

全会計での職員人件費につきましては、総額で１，９９３万７，０００円の減額と

なります。 

まず、一般会計になります。一般会計総額では、１，７４０万円ほどの減額となり

ます。主な要因は、平成２７年４月１日から給与の総合的見直しを実施したことによ

り給料がおおむね２％程度の減額となっていることや、退職等により職員数が減とな

ったことが挙げられます。職員数につきましては、一般会計は当初予算は再任用職員

を含め１０９名分で計上しておりましたが、現在１０７名となっております。個別に

見ますと、給料で約７４０万円、職員手当で約３４０万円、共済費で約７８０万円程

度の減額でございます。なお、退職手当特別負担金が増額となっておりますが、これ

は町が加入しております神奈川県退職手当組合の退職手当条例が改正されたことに

伴い支給額が増額となりました。増額部分は特別負担金で構成市町が全額負担するこ

ととなっておりますことから、増額としております。 

続きまして、国民健康保険特別会計です。当初予算では３名分の人件費を計上して

おりましたが、国保税の徴収強化などのため再任用の総括を１名配置したため、給与
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が増額となっております。再任用短時間職員のため、退職手当組合の負担金や共済費

の負担が発生しないことから、その他の費目は減額となっております。  

介護保険事業特別会計は、当初見込みどおりの人員配置でしたが、同じく給与の総

合的見直しの影響等で各費目が減となってございます。 

水道事業会計は、給与の総合的見直しの影響と年度途中で職員が１名退職しました

ことから、各費目が減額となってございます。 

なお、下水道事業特別会計は変動がございませんでしたので、今回補正はいたしま

せん。 

今回の補正予算は人事異動と採用、退職に係る調整であり、人事院勧告関係の調整

はしておりません。 

人件費に係る説明は以上となります。 

続きまして、予算書本体にお戻りください。２０ページ、２１ページをお開きくだ

さい。 

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、説明欄２、経常的一般管理費の賃

金でございます。こちらは、議会事務局の非常勤職員の賃金でございます。当初予算

で見込んでいなかったため、ここで補正させていただくものでございます。  

○財務課長（田中栄之） 

同じく、４目財産管理費、２５節積立金、６，０００万円の増。公共施設整備基金

へ積み増しを行うものです。これにより当初予算に計上しました２，０００万円と合

わせて今年度中に８，０００万円を積み増しすることになり、年度末基金現在高は２

億７，０００万円となる見込みでございます。 

○企画政策課長（岩本浩二） 

続きまして、８目電算管理費、説明欄、行政事務電子化推進事業費、町村情報シス

テム負担金、１０７万円の増でございます。こちらにつきましては、国民年金の納付

猶予制度の対象者拡大等に伴いますシステム改修の経費を負担するもので、システム

改修経費につきましては国民年金事務費交付金で措置されますことから、負担金とし

て神奈川県町村情報システム共同事業組合に支出するものでございます。  

○自治活動応援課長（遠藤直紀） 

続きまして、１１目協働推進費、説明欄１の経常的一般管理費でございます。こち

らにつきましては、自治活動応援課の非常勤職員の賃金を３６万５，０００円増額す

るものでございます。７月の人事異動で職員が１名減となったことに伴い、非常勤職

員の配置で対応するものでございます。 

それでは、次のページをおめくりください。 

○総務課長（山口哲也） 

続きまして、４項選挙費、６目農業委員会選挙費になります。先ほどご審議いただ

きました農業委員会関連条例のとおり、平成２８年１月に予定しておりました農業委

員会の選挙がなくなりますことから、説明欄１の委員関係費から２４ページ、２５ペ

ージ、説明欄４、開票所経費までの関連費用を減額するものでございます。  
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○保険健康課長（亀井知之） 

続きまして、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費でございます。説

明欄１、国民健康保険特別会計繰出金４９万５，０００円、こちらは人件費増に伴う

繰り出しでございます。 

続いて、２、介護保険事業特別会計繰出金２３７万５，０００円。こちらは、歳入

のほうでもご説明しましたが、低所得者の保険料の軽減分、国と県の分でございます

が、そちらのほうの繰り出し、及び、後ほど特別会計のほうでもお話をさせていただ

きますが、町村情報システム等の改修の事業、こちらの町の負担金分等を繰り出させ

ていただくものでございます。 

○福祉課長（小宮好徳） 

それでは、次ページになります。２６、２７ページをご覧いただきたいと思います。  

４目社会事業費、需用費、説明欄、戦後７０周年記念平和慰霊事業費、印刷製本費

４７万６，０００円でございます。こちらは、戦後７０周年の節目にあわせまして戦

争の悲惨さや平和の大切さを後世に語り継ぐため、円中地区有志２１名の皆さんが戦

後７０年目の証言としてまとめられたものでございます。こちら、ページ数は８６ペ

ージと大量なものでございます。印刷部数は１，０００部、印刷したいと考えてござ

います。町では、戦争の悲惨さや平和の大切さを後世に伝承することは大変重要であ

ると考えてございます。また、小学校、中学校の授業の一環として、この冊子を使っ

て平和教育に使用し、後世に伝承したいと考えてございます。なお、配付先につきま

しては、小学校、中学校、各自治会、町の遺族会などに配付したいと考えてございま

す。 

その下、５目になります。障害者福祉費、扶助費、自立支援医療給付事業費、更生

医療費５７２万３，０００円でございます。今年度、新たに２名の方が認定されてご

ざいます。内容は、人工透析に係る費用でございます。 

以上です。 

○子ども・子育て支援室長（中戸川進二） 

続きまして、３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費でございます。こ

ちらについては、歳入のところで計上させていただきました地域子ども・子育て交付

金に係る国・県補助金を減額したために、９万６，０００円相当を一般財源に財源更

正をするものでございます。 

続きまして、２目児童措置費でございます。説明欄をご覧ください。１、保育所充

実事業費、３９０万７，０００円でございます。全体といたしましては、子ども・子

育て支援制度が平成２７年度にスタートした中で、さまざまな補助金が整理・統合さ

れていったという形でございます。その整理・統合された中で補助金を、当初見込め

なかったものをここで整理するもの、補助金、補助事業を整理・統合するもの、それ

から児童数の見込みが当初よりずれてきているといった実態を踏まえまして、ここで

予算を整理させていただくものでございます。 

最初の保育所入所児童委託料でございます。こちらについては、町内在住の子ども
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が町内外の民間保育所を利用した際に保育所に支払う委託料となってございます。当

初の見込みでは、延べ人員、延べ人員と申しますのは毎月１日現在の在籍の園児の数

に在籍月数を掛けた人数でございますが、延べ人員が年間３，８２０人を予定してご

ざいましたが、今後の見通しを含めて今年度につきましては年間４，０９５人分とい

う形で見込みが大幅に増えましたので、この増えた２７５人相当分の委託料をこちら

で増額させていただくものでございます。 

次の民間保育所運営費補助金でございます。こちらにつきましては、町内の民間保

育所が施設整備をした際に借り入れた償還元金の返済額に対する補助でございます。

９月会議の際に歳入の補正をさせていただきましたが、その補正内容にあわせて、今

回、歳出側を補正させていただくものでございます。 

続きまして、保育対策等促進事業費補助金でございます。こちらについては、特定

保育、休日保育に関する補助金でございまして、地域子ども・子育て支援事業費補助

金に含まれるということになったために国が要綱を廃止したということで、町のほう

でも支出を全額減額するといったものでございます。 

続きまして、一時預かり事業補助金でございます。こちらにつきましては、町内民

間保育所が一時預かり等を実施する経費に関する補助でございまして、歳入側の国の

基準額に合わせて歳出側を補正するものでございます。 

続きまして、届出保育施設補助金でございます。こちらについては、認可でない届

出保育施設の健康診断等運営費に関する補助でございまして、歳入側の県の補助に合

わせて歳出を補正するものでございます。 

続きまして、保育緊急確保対策事業費補助金でございます。健康管理等の充実を目

的に看護師を配置する町内民間保育所に対する補助でございまして、歳入の県の補助

にあわせて歳出を補正するものでございます。 

続きまして、扶助費でございます。こちらについては、町内在住の子どもが公立保

育園、それから認定こども園、それから地域型保育事業実施施設に入園した際に支払

う給付費相当額になってございます。減額の主な要因といたしましては、町内で地域

型保育事業に移行する事業所があったことを見込み、年間延べ１１４人分、実人数で

申しますと９．５人分の扶助費、給付費相当額といたしまして１，５５０万９，００

０円を当初では見込んでおりました。ただ、実態として、こういった実態がなかった

ということの中で、給付費相当分１，５００万ちょっとの部分が不用になったという

ことでございます。こちらが主な要因となってございます。あとは、公立保育所、そ

れから認定こども園の在籍者数に応じて、若干、そちらの実態に応じた数字を補正さ

せていただいております。 

１ページおめくりください。 

○保険健康課長（亀井知之） 

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、説明欄の２になりまして健康

づくり推進事業費でございます。こちらは、歳入のほうでお話しさせていただきまし

た県からの１０分の１０の補助を活用しまして、町内の四つの健康ウォーキングコー
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スの標識、看板を設置したいという事業でございます。ウォーキングコース全体を網

羅した案内図を２枚、各コースの案内看板等３０枚を計画しているところでございま

す。 

次に、２目予防費、説明欄、母子保健事業費、特定不妊治療費助成金１００万円で

ございます。不妊に悩む方の特定不妊治療費の助成、こちらは県のほうの助成に対し

て町が上乗せをしているものでございますけれども、当初見込みよりも活用者が増加

したことによりプラスの補正を行うものでございます。１０万円掛ける１０件分を計

上してございます。 

○環境防災課長（秋谷 勉） 

続きまして、３目環境衛生費、説明欄１、グリーンリサイクルセンター利用促進事

業費の消耗品費、３６万２，０００円の減でございます。これは、予定しておりまし

た生ごみの堆肥化実験に係る消耗品でございますが、実験の事前準備、調査の結果、

施設整備費及び維持管理費が多額に上ることなどから、一般家庭の生ごみの堆肥化に

ついては早急に結論を出すものではないということで、今後の動向を見きわめてから

ということといたしました。現時点での実験は中止することといたしましたので、減

額をするものでございます。 

○産業振興課長（井上 新） 

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、説明欄、農業委員会関係費。

こちらは、先ほどお認めいただきました開成町農業委員候補者選考委員会、そちらの

委員の報酬８名分でございます。半日、２回分を想定しております。５万９，０００

円です。 

１枚おめくりいただきまして、６款商工費、１項商工費、１目商工総務費、１８節

備品購入費、マイナスの２４８万円でございます。こちらは、テントの購入、１２張

りを予定しておりましたけれども、商工振興基金の取り崩しを取りやめるとともに減

額をするものでございます。 

２目商工振興費、説明欄、商工振興支援事業費、開成阿波おどり実行委員会補助金、

マイナス１００万円。歳入のところでもご説明をいたしましたが、地域活性化事業費

助成金不採択による減額でございます。 

○街づくり推進課長（山口一夫） 

続きまして、７款土木費、２項道路橋りょう費、２目道路新設改良費、説明欄１、

町道改良事業費、家屋・工作物等移転補償費、１０１万円の増でございます。こちら

につきましては、町道２３５号線道路改良工事におきまして、当初、交渉が難航して

おりました地権者との用地交渉がまとまりましたので、道路予定地にございます電柱

１本を移設するための補償費の増額でございます。 

ページをおめくりください。 

続きまして、３目橋りょう整備費、説明欄１、橋りょう整備事業費、２４万２，０

００円の増。内訳といたしまして、まずは用水路用地購入費、１２７万２，０００円

の減でございます。こちらにつきましては、町道２４９線に架かります源治橋の拡幅
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工事に伴いましての用地の購入に当たりまして、当初、用地買収で予定したところで

ございますが、土地の交換で済みましたため用地購入の予算を減額するものでござい

ます。 

次に、家屋・工作物等移転補償費、１５１万４，０００円の増でございます。こち

らにつきましては、同箇所の源治橋の工事に係りまして現場精査をしたところ、電柱

１本が工事で支障となることがわかりましたので、その電柱の移設の補償費を増額す

るものでございます。 

○危機管理担当課長（遠藤孝一） 

次に、８款消防費、１項常備消防費、１目常備消防費、説明欄、広域消防推進事業

費、常備消防事務委託料、６４０万８，０００円の増でございます。こちらは、平成

２６年度小田原市広域消防事務特別会計の決算において、退職手当等の増によりまし

て精算額に４，２００万円程度の不足額が生じたため、開成町負担として、そのうち

の６４０万８，０００円の増となるものです。 

○教育総務課長（橋本健一郎） 

１ページおめくりください。 

９款教育費、２項開成小学校費、１目学校管理費でございます。説明欄１、施設整

備事業費、マイナスの７，１２１万６，０００円でございます。内訳といたしまして

は、先ほどもご説明いたしましたけれども、運動場の改修工事費、こちらの取りやめ

ということでございまして、下になりますけれども６，９４４万４，０００円、こち

らの工事に係ります工事の管理業務委託料としまして１７７万２，０００円の、合わ

せまして減ということでお願いしたいと思ってございます。 

以上です。 

○財務課長（田中栄之） 

続きまして、３６、３７ページになります。歳出の最後でございます。  

１３款予備費です。今回の補正による歳入歳出差し引きの差額１，３３０万５，０

００円を予備費で調整をいたします。 

説明は以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（茅沼隆文） 

 説明が終わりましたので、これから質疑に入りますが、質疑・答弁ともに簡潔にお

願いいたします。 

 それでは、質疑をどうぞ。 

４番、前田せつよ議員。 

○４番（前田せつよ） 

４番、前田せつよでございます。 

本書２６、２７ページ、３款民生費の中の４目社会事業費のところでございます。

２７ページの説明欄の中の戦後７０周年の記念の印刷製本費の４７万６，０００円に

関することでございますが、円中自治会の２１名の方がこの事業に当たられて、そし

て町からこれだけの費用ということでございますが、その経緯等々、詳しく、この件
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についてお尋ねをいたします。 

○議長（茅沼隆文） 

福祉課長。 

○福祉課長（小宮好徳） 

それでは、お答えしたいと思います。 

経緯ということでございますけれども、戦後７０周年ということで、円中の先ほど

の有志２１名の方々が集まりまして、戦争体験を後世の人たちに伝えたいというもの

でございます。こちらも町のほうと円中の皆様方といろいろと調整しながらやってい

たところがございまして、実際、当初予算で盛ればよかったのですけれども、補正予

算ということになってしまったのですけれども、冊子が、皆さんとやっていまして、

実際にできるかどうかというところもございました。 

ここに来まして円中の皆さんのご努力によりまして何とかつくれたというもので

ございまして、そのときに町としても戦争の悲惨さや平和の大切さを後世に伝えたい

ということで、こちらに協力というか、一緒になってやっていきたいというところで

印刷物を製本したいということでございます。また、これを小学校、中学校の授業の

一環として、この冊子を使って後世に伝えていきたいということで、こちらを印刷製

本費として計上させていただいたものでございます。 

以上です。 

○議長（茅沼隆文） 

前田せつよ議員。 

○４番（前田せつよ） 

４番、前田でございます。 

大変すばらしい事業というふうには思うところでございますが、円中だけというこ

とではなくて、円中の自治会の２１名の方を母体として、すばらしい事業でございま

すので、総体的に町全体にこの事業を膨らませて町として推進する、また導くという

ようなお考えが町当局になかったのかどうか、その辺もお聞かせ願いたいと存じます。 

○議長（茅沼隆文） 

副町長。 

○副町長（小澤 均） 

先ほど課長のほうから経緯的なことのお話をさせていただいているのですけれど

も、当初、７０周年という記念の年の中で、自発的に広域的な活動をされる場合には

町民活動応援事業ということで１０万円の限度の中で補助する、そういう制度があり

ますけれども、そちらにそういった団体の方が申し入れをされて、審査会を経て、町

民活動応援事業の交付が適当であるということで交付をさせていただいてあるので

すけれども、その中では、そういう地元の方のご意見等をまとめるというふうな部分

での経費。ただ、まとめた中身を私も全部読ませてもらったのですけれども、丁寧に

つくられて、挿絵も地元の方がつくられて、子どもたちに、ぜひこれを生かしたいと

いうことで、印刷製本費そのものは当初の中では見ていませんでしたので、７０周年
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という節目の年にですね。 

そういうことを言ったら申しわけないのですけれども、これは８０周年というふう

なことになると、あと１０年間たってしまうわけで、この７０周年の節目の中で地元

の円中の有志の方がまとめていただいたと。中身とすれば、よく戦争体験の話はいろ

いろなもので記載されている刊行物もあるのですけれども、特に地元のそういう衣食

住、生活の様子ですとか着たり食べたり、どういうふうな状況の中でこんなことがあ

りましたという具体的な聞き取りをしていただいた中でまとめていただいたという

ことを含めて、これを、今、ご指摘のとおり、全町的に取り扱うというふうなことも

できればいいのですけれども、有志の方がまとめられたもので十分に、その当時の開

成町の様子が表現されているという判断をしましたので、これは７０周年の事業の年

の中で製本化していきたいというふうに考えました。 

以上です。 

○議長（茅沼隆文） 

ほかに質疑はありますか。 

菊川議員。 

○１１番（菊川敬人） 

１１番、菊川です。 

歳入の部分でお伺いいたします。１３ページです。 

町民税の個人の部分ですが、減額が２，０７０万円となっています。９月末で見込

んで２，０７０万円という減額をされているわけでありますが、景気の動向等が上向

かないということで落ち込んでいるところが原因かなというふうに考えるのですが、

当初予算から落ち込みの部分、２，０７０万といえば当初予算の１％弱ぐらいかなと

いうような感じがしますが、現状において、どれぐらいの落ち込みがあるのか、数字

をつかんでおられると思いますのでお示し願いたいと思います。 

○議長（茅沼隆文） 

税務窓口課長。 

○税務窓口課長（鳥海仁史） 

それでは、ただいまのご質問にお答えをしたいと思います。 

現状での部分ということでございますが、９月末時点での調定額といたしましては

９億８，９２０万ほどの調定額となってございました。これに対しまして、今後の見

込み等を合わせたところ、およそ１０月から３月までの調定の見込み増というものを

２９０万というふうに見込んでございます。そういうようなところを合計いたしまし

て、徴収率を乗じた見込み額といたしまして８９０万ほどの減額が見込まれていると

ころでございます。これを考慮いたしまして、最終的には、分離譲渡を含めた中では

９００万円の減とさせていただいたところでございます。 

所得割の中では、議員ご指摘のとおり、日本全体の景気の動向、これが当初見込ま

れましたほど伸びていない、むしろ減ってきているような状況がございましたので、

これにあわせるような形で町の町税も伸び悩んでしまったというところでございま
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す。このような状況がございまして、２，０７０万円の減額とさせていただいてござ

います。一応、現在、調定ベースでしか押さえてございませんで、調定ベースといた

しまして、先ほど申し上げましたように９月末時点で９億８，９２０万ほどの確定と

なってございます。 

○議長（茅沼隆文） 

ほかに質問はありますか。 

５番、石田議員。 

○５番（石田史行） 

５番議員、石田史行でございます。 

歳出の部分で伺いたいと思います。予算書の３１ページ。 

商工振興費の中の開成阿波おどり実行委員会補助金の１００万円減ということで

ございます。これにつきまして、先ほどの説明によりますと地域活性化補助金の不採

択によるものであるということでございますけれども、不採択になってしまった理由、

これを、まず１点伺いたいということ。そして、この補助金が取れなかったことによ

って、阿波おどりの実行委員会として運営に支障を来さないのかどうかということを、

まず伺いたいと思います。 

○議長（茅沼隆文） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（井上 新） 

それでは、お答えをさせていただきます。 

地域活性化事業費助成金の不採択の関係でございますけれども、開成町のほうから

は、実は、候補として、うちのほかに別の町の申請もございまして、当初は、ほぼ大

丈夫だろうというようなお話でございましたけれども、県下の状況を見ますと申請が

割と今回に限って多かったというような情報がございまして。過去にも、この助成金

を使いまして阿波おどりを運営したことがございます。そういった経過の中で、過去

にもあるので優先順位が２番、３番という形になったのではないかなと。それは推測

の域でございますけれども、そういった状況下だったのかなというふうに推測をして

おります。 

それと、阿波おどりの運営の関係でございますけれども、この１００万円の部分に

つきましては、当初、今年が町制施行６０周年ということもございまして、そういっ

た６０周年にふさわしい内容で、本場徳島の連であったりとか、いろいろ検討を重ね

ていたわけですけれども、阿波おどりの実際の開催前に不採択の情報をつかみました

ので、そういったところは対応させていただきながら、実際に徳島の連とかを呼ぶこ

とができなかったわけですけれども、そういった形の中で対応させていただきました。 

阿波おどり自体は、演舞場というような形で名前を変えたりとか、いろいろ工夫を

した中でやらせていただきました。連協会の皆様のほうと実行委員会、それぞれ意見

をお伺いしましたけれども、今回、６０周年という形で実施をさせていただきました

けれども、大変盛大にできたのではないかなといったご意見をいただいているところ
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でございます。 

以上です。 

○議長（茅沼隆文） 

石田議員。 

○５番（石田史行） 

不採択になった理由については推測の域というご答弁でございましたので、それは

それとして、ということは、今回、阿波おどりのほうも６０周年の記念の中で盛大に

行われたというご説明でしたが、私が伺っているのは、実行委員会として１００万円

減になったことによって運営に支障がなかったのかどうかということを確認したい

ので、再度、伺いたいと思います。 

○議長（茅沼隆文） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（井上 新） 

大変失礼をいたしました。阿波おどりの運営上は、今回、この１００万円につきま

しては６０周年記念でプラスアルファ分といったことで当初計画しておりましたの

で、従来どおりの予算は確保して行っておりますので、運営上の支障はございません

でした。 

以上です。 

○議長（茅沼隆文） 

ほかに質問は。 

佐々木議員。 

○１番（佐々木昇） 

１番、佐々木昇です。 

ページ数で５ページの債務負担行為のところでちょっとお伺いしますけれども、給

食調理業務委託料ということで２８年から３０年の３年間で７，００５万２，０００

円ですか、計上されておりますけれども、これ、もう３年間でこの金額ということに

なっているのか。例えば、年度別でも何かちょっと、そういう金額が示されるのでし

たらお伺いしたいです。お伺いします。 

○議長（茅沼隆文） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本健一郎） 

では、ご質問にお答えしたいと思います。 

こちらは３年間の合計金額となってございます。消費税を掛けたものとなってござ

いまして、２９年の４月からですか、１０％になるということもございますので、そ

の辺を計算した中でいいますと、３年間でございますので、１年当たりで申しますと

２，１３５万７，０００円です。こちらの３年間分ということで、２８年度は消費税

８％、２９、３０年度は１０％で計算いたしまして、この金額ということでさせてい

ただいてございます。 
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以上でございます。 

○議長（茅沼隆文） 

佐々木議員。 

○１番（佐々木昇） 

今年度の予算よりちょっと増額されているのですけれども、この辺は入札の関係と

か児童数の増加とか、その辺の関係ということで理解してよろしいでしょうか。確認

させてください。 

○議長（茅沼隆文） 

教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本健一郎） 

こちらの算定に当たりましては、児童数的には、食数ですね、こちらについては変

わらずで見積もりのほうをとった中での金額となってございますけれども、あと、こ

こへ来て人件費が多少上がっているというようなことで業者から聞いていますので、

その分が多少プラスになっているのかなと思ってございます。あと、大きくは先ほど

申した消費税、こちらの部分が２％、２カ年上がってございますので、そちらの分に

ついても大きく、大きくといいますか、増えた部分は占めているものでございます。 

○議長（茅沼隆文） 

ほかに質問はございますか。 

佐々木議員。 

○１番（佐々木昇） 

１番、佐々木昇です。 

一つ確認させてください。ページ数、３３ページの一番上段の橋りょう整備事業費

の用水路用地購入費で、さっき土地を交換したという説明がありましたけれども、こ

れ、実際に土地の金額というのが示されている１２７万２，０００円ですか、それと

ぴったりは合わないと思うのですけれども、この辺の何か、もうちょっと詳細の説明

をお願いしたいと思います。 

○議長（茅沼隆文） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（山口一夫） 

それでは、お答えいたします。 

用地買収の面積といたしましては４２．８平米を予定しておりまして、土地の単価

は１平米当たり２万９，７００円、それを掛け算いたしますと１２７万１，１６９円

という金額が予算として計上してございます。同面積を用地買収する方が町のほうの

土地を借りていました。借りている土地を同面積で交換したということでございます。 

○議長（茅沼隆文） 

ほかに。 

山田議員。 

○２番（山田貴弘） 
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２番、山田貴弘です。 

まずは、同じページの３２、３３の消防費。今回、事業費の事務委託料が６０４万

８，０００円増えたということですが、増えた要因というのは何が原因なのか、そこ

を１点、お聞きしたいと思います。 

○議長（茅沼隆文） 

危機管理担当課長。 

○危機管理担当課長（遠藤孝一） 

山田議員のご質問にお答えさせていただきます。 

これは、主に退職手当の増ということになります。当初は平準化をするというよう

な約束で進めていたところですけれども、途中で普通退職者が増えた等々要因もあり

まして、１０月２７日の広域消防の運営協議会において報告を受けて機関決定してい

るところですけれども、理由は、平準化をやめて、そこで小田原市の負担をせずに各

市・町が前倒しで、ちょっと負担は重くなりますけれども、増えたと。要因は、退職

手当の増ということになります。 

○議長（茅沼隆文） 

山田議員。 

○２番（山田貴弘） 

２番、山田貴弘です。 

退職者が増えたということは、総人数ですか。細かい数字は言えないと思うので、

全体的に職員が減ったのか、増えたのか、そこを１点、再度お聞きしたいと思います。 

○議長（茅沼隆文） 

危機管理担当課長。 

○危機管理担当課長（遠藤孝一） 

全体としては定数があるので職員数は増えてはいませんけれども、２６年度の退職

者数でいうと、足柄関係、特に旧足柄の関係が多いというところで、実際は、見込み

では１３名のところが１１名の退職者という数字になってございます。定数としては、

そのままですから、その不足、減った分、退職者で実際に減った分は、前倒し採用と

いうことで新人をとっているというようなことでございます。 

○議長（茅沼隆文） 

山田議員。 

○２番（山田貴弘） 

わかりました。 

それと、あと２６、２７の児童措置費、保育所入所児童委託料ということで２，０

００万という高額な金額が補正されているところですが、説明では２７５名、延べで

増えたということなのですが、実際問題、開成町の内部でいえば待機児童が現状でど

うなっているのかという報告と、開成町がいっぱいなもので外に行ったという部分で

増えたというふうに認識すればいいのか、そこの報告をお願いしたいと思います。 

○議長（茅沼隆文） 
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子ども・子育て支援室長。 

○子ども・子育て支援室長（中戸川進二） 

それでは、お答えいたします。 

保育児童の実態がどうなっているかということだと思います。 

まず、町内の保育所に関して、ちょっと説明を申し上げます。町内の保育所につき

ましては、分園も含めて３園、町内にございます。直近のデータで申しますと、定員

２８０人という枠の中で町内のお子さんが３０６名、それから町外のお子さんが２０

名、合計３２６名の入所が、１０月１日現在の見込みでございますが、予定をしてお

ります。こちらについては、先ほどの定員の２８０名に比べますと、今現在１．１６

倍の人数を受け入れているといったものになっております。こちらについては、制度

の中では定員の１．２倍までは許容されるという形でございますので、許容される範

囲の中で比較的ぎりぎりの状態で運営をしていると。当初、ここまでぎりぎりにはな

らないというような見込みだったのですが、こういった状況があるということでござ

います。 

それから、あわせて町内のお子さんでも町外の保育所に、ご本人のご希望等で行か

れている方もおります。町外の民間保育所に行っているお子さんについては、１８カ

所の施設に３５名のお子さんが通ってございます。したがいまして、委託料に関する

部分で申しますと、町内のお子さんが、町内外含めて３４１名のお子さんが何らかの

形で委託料という形で現在就園しているという形でございます。 

先ほど、では、待機児童の話はどうなのだということでございますが、こういった

状況の中で運営している中で、４月１日現在では待機児童が５名という形で発生して

いるという状況で、直近の状況でございましても、その状況は改善されてはいないと。

中には、ほかの市町村も含めて措置されたという状況がございますが、また新たな発

生というのも含めて、数字自体は余り改善されていないといったような状況でござい

ます。 

なお、この委託料とは別に扶助費のほうで、公立保育園、それから認定こども園、

こちらについては扶助費で給付という形になりますので、そちらに通っているお子さ

んが６名おられるという状況になってございます。 

以上です。 

○議長（茅沼隆文） 

菊川議員。 

○１１番（菊川敬人） 

１１番、菊川です。 

関連して、今のところで質問したいと思います。委託料として２，０７０万３，０

００円が計上されているわけでありますが、当初予算から比較しても３億円弱、２億

８，０００万ぐらいの当初予算であったわけですが、毎年毎年、ここのところは、こ

ういった形で補正が組まれてきているわけです。２７５人増えたという先ほどの説明

がありましたが、当初予算のときに見えない部分なのか。毎年、こういうことが発生
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していますけれども、読み切れない部分として今の時期になって発生してくるのかど

うか、そこのところを確認したいと思います。 

○議長（茅沼隆文） 

子ども・子育て支援室長。答弁を簡潔にお願いします。 

○子ども・子育て支援室長（中戸川進二） 

当初予算では先ほど申しましたように３，８２０人、延べということで、これを実

人数で割ると３１８人の見込みでございました。それが、先ほど申し上げたような実

態を踏まえて増やしているという形の中で、そういった予想ができなかったのかとい

うことだと思うのですが、義務教育とかとは若干違いますので、ニーズがどれくらい

あるかというのがなかなか捉え切れないというのが実態でございます。  

○議長（茅沼隆文） 

教育委員会事務局参事。 

○教育委員会事務局参事（小野真二） 

すみません。少し補足をさせていただきたいと思います。 

今年の４月から新しく制度ができました。これは需給の予測等を立てましてつくっ

た制度でありますけれども、これらが周知されたこと、あるいは国として子ども・子

育てを手厚くやっていくよというようなことで、従前よりも預けられる基準が緩くな

ったというものもございますので、潜在的なものが、ある程度増えてきているという

ことも否めないのではないのかなというふうな感じは持っております。  

○議長（茅沼隆文） 

菊川議員。 

○１１番（菊川敬人） 

制度が変更されたということはわかるのですけれども、需要があるというのも理解

できます。こういった形で必要に応じて補正される、これは結構だと思うのですが、

また来年も同じような形になってくるかなということも、また危惧するわけです。で

すから、ある程度、先を見た形で読み込めないのかなというのが気になるのですけれ

ども。来年も、また同じような形になってくるような気がしますので、もう少し、そ

このところは工夫が必要かなという感じがいたします。 

○議長（茅沼隆文） 

教育長。 

○教育長（鳥海 均） 

お答えになるかどうかわかりませんけれども、非常に難しいということだけは事実

でございます。極力、ですから補正しないように見込みをしながら、状況を調査しな

がら当初予算で済めるような努力をしていきたいというふうに思っています。  

○議長（茅沼隆文） 

ここでお諮りいたします。さらに質問がある方は、挙手をお願いします。 

それでは、山田議員、どうぞ。 

○２番（山田貴弘） 
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２番、山田貴弘です。 

今の質問に関連するのですが、先ほど答弁で１．１６の町内の保育園では定員を受

け入れているというような報告があったのですが、ということは、たしか基準で１．

２でしたっけ、いっていると、２年間だか何かいっているとペナルティーか何かが出

てくるわけですよね。そうすると、これがずっと緩和していくと、先ほどの委託料の

部分で町外に行かなければいけないという結論になってくると、さらに、これが膨れ

上がっていくという。予想不可能というプラス、そこら辺の部分も考えていかなくて

はいけないという結論でいいのかどうか。それ、ちょっと大事なことなので確認させ

てください。 

○議長（茅沼隆文） 

子ども・子育て支援室長。 

○子ども・子育て支援室長（中戸川進二） 

ご質問にお答えいたします。 

おっしゃるとおりでございまして、今現在、かなり需要が高くて受け皿が足りてい

ないという状況ですので、子ども・子育て支援事業計画、町の計画の中でも、そうい

った受け皿を整備していくという形で位置づけを持っておりますので、それに基づい

て対応を図ってまいりたいと思っています。 

○議長（茅沼隆文） 

ほかに質疑のある方、いらっしゃいますか。 

では、菊川議員、簡潔にお願いします。 

○１１番（菊川敬人） 

１１番、菊川です。 

今の定員の１．１６倍になっているというところは、これは慢性的に増えているの

ではないですかね。以前も私、オーバーしているよということで、一般質問の中でも

取り上げていることがあるのですけれども、去年は大丈夫だったのですか、ここは。 

○議長（茅沼隆文） 

  子ども・子育て支援室長。 

○子ども・子育て支援室長（中戸川進二） 

お答えいたします。 

その年の状況によって若干異なりますけれども、常に１を超えるか超えないかぐら

いのところを行ったり来たりしているといったような状況でございます。  

○議長（茅沼隆文） 

それでは、ここで質疑を打ち切り討論を行います。 

討論のある方、どうぞ。 

（「なし」という者多数） 

○議長（茅沼隆文） 

討論がないようですので、採決を行います。 

議案第６３号 平成２７年度開成町一般会計補正予算(第４号)について、原案に賛
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成の方の起立を求めます。 

 （起 立 全 員） 

○議長（茅沼隆文） 

着席ください。起立全員によって可決いたしました。 

それでは、ここで暫時休憩いたします。再開を１１時５分といたします。  

午前１０時５３分 


